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令和４年第６回田野畑村議会臨時会会議録（第１号）

招 集 年 月 日 令和 ４年１１月２１日

招 集 の 場 所 田 野 畑 村 役 場

開 会 令和 ４年１１月２８日
開 閉 会 日 時 議 長 鈴 木 隆 昭

閉 会 令和 ４年１１月２８日

議席 出席 議席 出席氏 名 氏 名応（不応）招議員 番号 等別 番号 等別

及び出席議員並び １ 中 村 芳 正 出 ６ 畠 山 拓 雄 出

に欠席議員 ２ 工 藤 求 出 ７ 上 山 明 美 出

出席 １０名 ３ 上 村 浩 司 出 ８ 中 村 勝 明 出

欠席 ０名 ４ 小松山 久 男 出 ９ 佐々木 功 夫 出

５ 佐々木 芳 利 出 １０ 鈴 木 隆 昭 出

会議録署名議員 ４ 小 松 山 久 男 ６ 畠 山 拓 雄

職務のため議場に 事務 畠 山 哲 主査 三 上 恵 美出席した者の氏名 局長

村 長 佐々木 靖

副 村 長 阿 部 芳 肇

総 務 課 長 工 藤 光 幸

地 方 自 治 法 総 務 課 主 幹 菊 地 正 次

第１２１条により

説明のため出席

した者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会議に付した事件 別紙議事日程のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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令和４年第６回田野畑村議会臨時会会議録

議 事 日 程 （第１号）

令和 ４年１１月２８日（月曜日） 午後 １時００分開会

開 会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 行政報告

日程第５ 議案第１号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

日程第６ 議案第２号 令和４年度田野畑村一般会計補正予算（第５号）

閉 会
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◎開会及び開議の宣告

〇議長【鈴木隆昭君】 ただいまから令和４年第６回田野畑村議会臨時会を開会いたします。

ただいまの出席議員は10人であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。

直ちに本日の会議を開きます。

（午後 １時００分）

◎議事日程の報告

〇議長【鈴木隆昭君】 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

日程に従い進行します。

◎会議録署名議員の指名

〇議長【鈴木隆昭君】 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において、４番、小松山久男君、６

番、畠山拓雄君を指名いたします。

◎会期決定

〇議長【鈴木隆昭君】 日程第２、会期決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。

（異議なしの声あり）

〇議長【鈴木隆昭君】 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日１日間と決定いたしました。

なお、会期日程につきましては、お手元に配付いたしました会期計画のとおりでありますので、

ご了承願います。

◎諸般の報告

〇議長【鈴木隆昭君】 日程第３、諸般の報告を行います。

村長から議案２件の送付があり、お手元に配付しておりますので、ご了承願います。

次に、会議等関係でありますが、お手元に配付しておりますので、ご了承願います。なお、関

係書類は事務局にありますので、御覧願います。

これで諸般の報告を終わります。
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暫時休憩いたします。

休憩（午後 １時０１分）

再開（午後 １時０１分）

〇議長【鈴木隆昭君】 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎行政報告

〇議長【鈴木隆昭君】 日程に従い進行いたします。

日程第４、行政報告を行います。

佐々木村長。

〔村長 佐々木 靖君登壇〕

〇村長【佐々木 靖君】 令和４年11月11日からの行政報告を行います。主なものについてご説明申

し上げます。

11月16日と18日でございますが、コロナ禍で遠慮しておりましたが、名誉村民であられます将

基面誠先生と津村節子先生を自宅に表敬訪問いたしました。お二人ともお元気に暮らされていた

ことをご報告いたします。

11月27日、昨日でございますが、岩手県が発表した日本海溝・千島海溝に係る巨大地震による

津波浸水想定及び被害想定の住民説明会を羅賀地区と島越地区で開催いたしました。延べ60人の

出席がございました。

以上でございます。

〇議長【鈴木隆昭君】 これで行政報告を終わります。

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長【鈴木隆昭君】 次に進行いたします。

日程第５、議案第１号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。

総務課長。

〇総務課長【工藤光幸君】 議案第１号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

についてご説明いたします。

タブレット、条例案概要を御覧ください。改正案の趣旨でございますが、岩手県人事委員会の

勧告に基づき条例改正する岩手県の例に準じ、一般職の職員の勤勉手当及び特別職の期末手当に

ついて改正しようとするものでございます。
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改正案の内容でございますが、一般職の職員の勤勉手当の支給率を年間0.1月分引き上げよう

とするものでございます。このことによりまして、現在６月期、12月期、合わせて1.85月が、改

定後は２期分合わせて1.95月となるものでございます。なお、４年度は移行経過期間として、12月

期の支給率を1.025月として調整するものでございます。

次に、特別職の職員の期末手当の支給率を年間0.05月引き上げようとするものでございます。

このことによりまして、現在６月期、12月期、合わせて3.25月が、改定後は２期分合わせて3.3月

となるものでございます。なお、４年度は移行経過期間として、12月期の支給率を1.675月とし

て調整するものでございます。

施行期日等でございますが、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。

なお、改正条例案第２条、第４条及び第６条関係につきましては、令和５年４月１日から施行

しようとするものでございます。

議案にお戻りください。一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定しようとするものでございます。

提案の理由でございますが、岩手県の例に準じ、一般職の職員の勤勉手当及び特別職の職員の

期末手当について、所要の改正をしようとするものでございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長【鈴木隆昭君】 質疑を許します。

７番、上山明美さん。

〇７番【上山明美君】 ちょっと確認というか、２条、４条、６条は、令和５年４月１日からなので

すけれども、上がった分がちょっとまた下がっているというふうな感じの数字なのですけれども、

これはさっき総務課長が説明したように、調整分が入ってこういうふうな数字になっているので

しょうか。

〇議長【鈴木隆昭君】 総務課長。

〇総務課長【工藤光幸君】 ただいまのご質問でございますが、年額分というのは先ほど申し上げま

したとおり、合わせて引き上げると。その分がもう今年度はあと１回しかないものですから、そ

のところで調整するということで、４月１日以降はそれが平準化になって、改正のとおりになる

ということでございます。

（なしの声あり）

〇議長【鈴木隆昭君】 これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

〇議長【鈴木隆昭君】 討論なしと認めます。

これより採決を行います。この表決は起立によって行います。
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議案第１号 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長【鈴木隆昭君】 起立全員と認めます。

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇議長【鈴木隆昭君】 日程第６、議案第２号 令和４年度田野畑村一般会計補正予算（第５号）を

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

総務課長。

〇総務課長【工藤光幸君】 タブレットの７ページを御覧ください。議案第２号 令和４年度田野畑

村一般会計補正予算（第５号）についてご説明いたします。

歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ128万9,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ37億4,949万1,000円とするものでございます。

タブレット15ページ、予算書５ページを御覧ください。歳入についてご説明いたします。10款

地方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税、１節普通交付税でございますが、128万9,000円

追加計上しております。

タブレット16ページ、予算書６ページを御覧ください。次に、歳出の主なものについてご説明

いたします。２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、３節職員手当等でございますが、

職員手当として115万7,000円追加計上しております。これは、岩手県人事委員会勧告に基づく岩

手県の条例改正の例に準じ、村条例の改正に伴う手当の支給率の改正によるものであり、１款議

会費並びに10款教育費の補正につきましても、同様の理由により追加計上するものでございます。

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇議長【鈴木隆昭君】 暫時休憩いたします。

休憩（午後 １時０８分）

再開（午後 １時０９分）

〇議長【鈴木隆昭君】 再開いたします。

８番、中村勝明君。

〇８番【中村勝明君】 勤勉手当というものを勧告されているわけですが、これは正職員だけだとい

うふうに理解しているわけですが、職員一人一人に対する勤勉に対する手当ということで一律で

あるか、それぞれ一人一人違うのか、お答えをお願いします。
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〇議長【鈴木隆昭君】 総務課長。

〇総務課長【工藤光幸君】 基準の率というのは、先ほど条例のほうで議決いただいたのですが、そ

れぞれにつきましては、先ほどお話ししたとおり、個々に職員を半期ごとに人事評価するという

ことになっております。それによって、若干職員によってはばらつきが出るという表現はあれで

すが、若干の違いは出てまいります。

〇議長【鈴木隆昭君】 ７番、上山明美さん。

〇７番【上山明美君】 今職員の中で、産休、育休とか病気等の休暇で長期に休んでいる職員はいる

でしょうか。

〇議長【鈴木隆昭君】 総務課、菊地主幹。

〇総務課主幹【菊地正次君】 産休、育休、病気休暇ということですけれども、今現在で申しますと、

病気休暇を取得している職員が１名、休職中の職員が１名という状況でございます。

〇議長【鈴木隆昭君】 暫時休憩いたします。

休憩（午後 １時１２分）

再開（午後 １時１２分）

〇議長【鈴木隆昭君】 再開いたします。

ほかございませんか。

（なしの声あり）

〇議長【鈴木隆昭君】 これで質疑を終わります。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（なしの声あり）

〇議長【鈴木隆昭君】 討論なしと認めます。

これより採決を行います。この表決は起立によって行います。

議案第２号 令和４年度田野畑村一般会計補正予算（第５号）を原案のとおり決定することに

賛成の方は起立願います。

（起立全員）

〇議長【鈴木隆昭君】 起立全員と認めます。

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。

◎閉会の宣告

〇議長【鈴木隆昭君】 以上で本臨時会に付された事件は全て議了いたしました。

令和４年第６回田野畑村議会臨時会を閉会といたします。

（午後 １時１２分）
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